
市川三郷町の給与・定員管理について 

 
１ 総括 
 
（１） 人件費の状況（普通会計決算） 
区  分 住民基本台帳人口 

（１６年度末） 
歳出額 

        A 
人件費 

      B 
人件費率 

B/A 

1６年度 －人 ―    千円 ―    千円 ―    ％ 
 
（２）職員給与費の状況（普通会計予算） 

 給  与  費 区 分 職員数 
   A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計    B 

一人当たり給与費 
B／A 

１７年度    人 
194 

 

千円 
373,652 

千円 
41,781 

 

千円 
159,201 

千円 
574,634 

千円 
2,962 

 
（注） １ 職員手当には退職手当を含まない。 
    ２ 給与費は当初予算に計上された額である。 
 
（３）特記事項 
    平成１７年１０月１日に新設合併したため、合併目前の状況で記載できない欄には「‐」（ハイフン）を記載   

してあります。 
 
 
（４） ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 
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（注）１ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。 
   ２類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。 
   ３市川三郷町は平成１７年１０月１日に市町村合併を行った為、ラスパイレス指数は未確定 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 
（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（17年10月１日現在） 
① 一般行政職 
区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

352,314円 市川三郷町 42.8歳 328,601円 
              円 

国 -―  歳 ―  円     －  円 

    －  円 類似団体 ―  歳 ―  円 
    －  円 

②技能労務職 
区     分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

282,333円 51.7歳 265,866円 
―   円 
251,600円 52.5歳 247,000円 
―   円 
282,100円 54.7歳 257,000円 
―   円 
313,300円 

市 川 三 郷 町 
      

うち調理員 
      
      うち用務員 
      

うち作業員 47.9歳 293,600円 
―   円 

国 ― 歳 ―   円 ―   円 
―   円 類似団体 ― 歳 ―   円 
―   円 

民間事業者平均 ― 歳 ―   円 ―   円 
 
③ 看護・保健職 
区     分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

322,100円 市川三郷町 38.0歳 302,760円 
―   円 

国 ― 歳 ―   円 ―   円 

―   円 類似団体 ― 歳 ―   円 
―   円 

 
（注）１ 「平均給料月額」とは、１7年10月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 
   ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの

諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであり、地方公務員

給与実態調査において明らかにされているものである。また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間

外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

計算したものである。 
 
（２）職員の初任給の状況 

市 川 三 郷 町 国 区   分  
初 任 給 ２年後の給料 初 任 給 ２年後の給料 

大学卒 － － － － 一般行政職 
高校卒 － － － － 
高校卒 － － － － 技能労務職 
中学卒 － － － － 
大学卒 － － － － 看護・保健職 

（保健師） 短大３卒 － － － －  



 
 
（２） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１７年１０月１日現在） 
区       分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

大学卒 － － － 一般行政職 
高校卒 － － － 

技能労務職 高校卒 － － － 
 
３ 一般行政職の級別職員数等の状況 
（１）一般行政職の級別職員数の状況（１７年１０月１日現在） 
区   分 標準的な職務内容 職 員 数 構 成 比 
８ 級 課長 10人  5.81% 
７ 級 主幹係長、課長 29人 16.86% 
６ 級 主幹、主幹係長、課長、 39人 22.67% 
５ 級 主査、主査係長 16人 9.30% 
４ 級 主査、係長 28人 16.28% 
３ 級 主任 34人 19.77% 
２ 級 主事、技師 15人 8.72% 
１ 級 主事補、技師補 1人 0.58% 

 
（注） １ 市川三郷町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 
    ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
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（２）昇給期間短縮の状況 
区        分 全  職  種 
職員数 

A 
―   人 

普通昇給期間（１２～２４月）を 
短縮して昇給した職員数 

B 

 
―   人 

１７年度 

比率 
B／A 

―   ％ 

職員数 
                A 

―   人 

普通昇給期間（１２～２４月）を 
短縮して昇給した職員数 
                B 

 
―   人 

１６年度 

比率 
B／A 

―   ％ 

 
４ 職員の手当の状況 
（１）期末手当・勤勉手当 

市 川 三 郷 町 国 
１人当たり平均支給額（１6年度） 
                          － 千円 

 
千円 

（１７年度支給割合） 
     期末手当          勤勉手当 
      ３．０月分         １．４５月分 
      

（１７年度支給割合） 
     期末手当          勤勉手当 
      ３．０月分         １．４５月分 
    

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 

加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 
（２）退職手当（平成１7年１０月１日現在） 

市 川 三 郷 町 国 
（支給率）        自己都合       勧奨・定年 
勤続２０年       －  月分       －  月分 
勤続２５年       －  月分       －  月分 
勤続３５年       －  月分       －  月分 
最高限度額       －  月分       －  月分 
その他の加算措置  定年前早期退職特例 
          措置（ ％～  ％加算） 
（退職時特別昇給                 ） 
１人当たり平均支給額  ―  千円       ―  千円 

（支給率）        自己都合       勧奨・定年 
勤続２０年       －  月分       －  月分 
勤続２５年       －  月分       －  月分 
勤続３５年       －  月分       －  月分 
最高限度額       －  月分       －  月分 
その他の加算措置  定年前早期退職特例 
          措置（ ％～  ％加算） 
（退職時特別昇給                 ） 
１人当たり平均支給額     千円         千円 

（注） 退職手当の１人当り平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。 
 
（３） 調整手当（平成１７年１０月１日現在） 
 ※ 普通会計では調整手当の制度はありません。 
支給実績（１６年度決算）    ―   千円 
支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）     ―    円 
支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

― ―  ％   
 
 
 
 
 



（４） 特殊勤務手当（平成１７年１０月１日現在） 
区         分 全  職  種 

支給実績（１６年度決算） －千円 
支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） －円 
職員全体に占める手当支給職員の割合（１７年度）  ―％ 
手当の種類（手当数）                       ３ 
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 
税務従事手当 税務事務に従事した職員 町税の賦課及び徴収に関する業

務 
係長 月額５，０００円 
課員 月額４，０００円 

行旅病人及び死亡人処理手当 行旅病人又は行旅死亡人の処理

作業に従事した職員 
行旅病人の救護、行旅死亡人の取

扱いに関する業務 
行旅病人の救護１件 ５００円 
行旅死亡人１件 １，０００円 

野犬捕獲等の作業手当 野犬の捕獲等の作業に従事する

職員 
捕獲抑留及び薬殺の作業に関す

る業務 
日額 １，０００円 

 
（５）時間外勤務手当 
支給実績（平成１6年度決算） ―  千円 
職員１人当たり平均支給額（１6年度決算） ―  千円 
 
（６）その他の手当（平成１7年10月１日現在） 
手当名 内容及び支給単価 国の制度 

との異同 
国の制度と異なる 
内容 

支給実績 
（H１６年度決算） 

支給職員１人当たり 
平均支給年額 
（H１６年度決算） 

扶養手当 ・ 配偶者：１３，０００円 
・ １人目：６，０００円（配偶者扶養）

または６，５００円（配偶者非扶養） 
・ ２人目：６，０００円 
・ ３人目以降：５，０００円 
・ 満１６歳～２２歳：５，０００円加

算 

同   
 
 

―  千円 

 
 
 

―  円 

住居手当 ① 自宅（持ち家）：４，０００円 
② 借家：１２，０００円以上の家賃を
支払っている場合、２７，０００円

を限度に支給 

① 異 
② 同 

① ２，５００円 
（新築５年間） 

 
 

― 千円 
 

 
 

―  円 

通勤手当 ・ 自動車等の使用距離が片道２キロ以

上５キロ未満である職員 
２，０００円 

・５キロ以上１０キロ未満である職員        

４，１００円 
・１０キロ以上１５キロ未満である職員       

６，５００円 
・１５キロ以上２０キロ未満である職員       

８，９００円 
・２０キロ以上２５キロ未満である職員      

１１，３００円 
・２５キロ以上３０キロ未満である職員      

１３，７００円 
・３０キロ以上３５キロ未満である職員     

１６，１００円 
・３５キロ以上４０キロ未満である職員     

１８，５００円 
・４０キロ以上４５キロ未満である職員     

２０，９００円 
・４５キロ以上５０キロ未満である職員     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

―  千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

     ―  円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２１，８００円 
・５０キロ以上５５キロ未満である職員     

２２，７００円 
・５５キロ以上６０キロ未満である職員     

２３，６００円 
・ ６０キロ以上である職員 
        ２４，５００円 
・ 交通機関利用者 
定期券等の金額 
（最高限度額：５５，０００円） 

 
同 

 
―  千円 

 
     ―  円 

管理職手当 課長相当職は給料月額の８％を支給 異    
宿日直手当 庁舎の宿日直１回につき 

         ４，２００円 
同  ―  千円 ―  円 

 
５ 特別職の報酬等の状況（１7年10月１日） 
区分 給料月額等 

（参考）類似団体における最高／最低額 給 
料 

 
市区町村長 
助役 
収入役 

 
６３８，０００円 
５３８，０００円 
５３１，０００円 

円／     円 
円／     円 
円／     円 

報 
酬 

議長 
副議長 
議員 

２３０，０００円 
１８０，０００円 
１５７，０００円 

円／     円 
円／     円 
円／     円 

市区町村 
助役 
収入役 

（H１７年度支給割合） 
    ４．４     月分 

 
期 
末 
手 
当 

議長 
副議長 
議員 

（H１７年度支給割合） 
    ３．３     月分 

退 
職 
手 
当 

 
市区町村 
助役 
収入役 

（算定方式）             （支給時期） 
給料月額×在職月数×  －       任期満了毎 
給料月額×在職月数×  －       任期満了毎 
給料月額×在職月数×  －       任期満了毎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



６ 職員数の状況 
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 
                                  平成１7年10月１日現在 

職  員  数 区分 
部門 平成１7年 平成16年 

対 前 年 
増 減 数 

主 な 増 減 理 由 

議会 
総務 
税務 
民生 
衛生 
農林水産 
商工 
土木 

３ 
６０ 
１１ 
３５ 
１７ 
１４ 
６ 
１４ 

    
一 
般 
行 
政 
部 
門 
 

小 計 １６０   参考：類似団体の職員数  － 
教育 ３４    特 

別 
行 
政 
部 
門 

小計 ３４   参考：類似団体の職員数  － 
病院 
水道 
下水道 
その他 

１４３ 
３ 
９ 
１０ 

   公 
営 
企会 
業計 
等部 
 門 

小計 １６５    
合計 
 

３５９ 
｛   ｝ 

 
｛    ｝ 

 
｛    ｝ 

 

（注） １ 職員数は一般職に属する職員数である。 
    ２ ［    ］は、条例定数の合計である。 
 
（２）年齢別職員構成の状況 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

２
０

歳
未

満

２
０

～
２

３

２
４

～
２

７

２
８

～
３

１

３
２

～
３

５

３
６

～
３

９

４
０

～
４

３

４
４

～
４

７

４
８

～
５

１

５
２

～
５

５

５
６

～
５

９

６
０

歳
以

上

構成比

 
 
 



 
区分 
 

２０歳 
 
未 満 

２０歳 
～ 
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以 上 

 
計 

職員数 
 

人 
０ 

人 
２ 

人 
１６ 
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３２ 
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６３ 
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３３ 

人 
２５ 

人 
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４１ 

人 
１ 
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３５９ 

 
（３）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 
 ①定員適正化目標（数・率） 

計  画  期  間 
始   期 終   期 

数 値 目 標 

平成－年－月－日 平成－年－月－日  
 
 ②平成２２年４月１日現在における定員の数値目標 
 

平成１７年１０月１日合併のため、末策定 
 
③ 定員適正化計画の進捗状況（実績）の概要 

区分 
部門 

  年 
計画前年 

    年 
１年前 

   年 
１年前 

   年 
１年前 

年～ 年 
    計 

（参考） 
数値目標 

減員      
増員      

 

差引     （  ％）  

 
一般行政 
 

職員数       
 
（参考） 

区分 
部門 

 年 
計画前年 

 年 
１年前 

 年 
年目 

 年 
年目 

年～ 年 
    計 

参考 
（数値目標） 

減員      
増員      

 

差引     （  ％）  

特別行政 

職員数       
減員      
増員      

 

差引     （  ％）  

公営企業 
等会計 

職員数       
減員      
増員      

 

差引     （  ％）  

計 

職員数       
平成１７年１０月１日合併のため、末策定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


